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III.家 蚕 に於 け る形 質 の多面 発現 現象 につい て

1.家 蚕に於ける諸種多面発現現象の解釈

形質の多面発現 とい うことには2つ の意味がある.そ の1は 例えば着色性 といつた1形

質が同…個体の種 々の組織,器 官に同時に叉はstageを 異にして発現する場合であり,い

ま1つ は例えばNIの 如 く半月紋の異常 と致死性 といつたように,種 類の異なつた形質が

同一個体に於て1遺 伝子的に支配 されて発現する場合であるが,前 者の如ぎ場合は厳密な

意1で は多面発現 とは言い難いので,以 下専 ら後者の如き場合について論ずる.

さて家蚕で最初に多面発現の現象 として記載されたのはNlで あ り,そ の後種 々の場合

が見つかつている.Nlは 半月紋の異常 と致死性 との2面 の発現をするものであるが,著 者

はこの半月紋の異常が前述の半月紋siteと もいうべきものの変異によるものであつて,そ

れの致死挫は染色体 の欠失ホモに基づ くものであることを見出した.従 つて半月紋の異常

という形質 と致死性 ということは 欠失によつて必然的に起つてくる現象ではあるが,こ れ

らの形質発現の根源を異にするため,こ の両形質が1遺 伝子によつて多面的に支配されて

いるとい う考えは修正 されなければならない.

Uは 通常背面斑紋 と側斑 とが一緒に発現するが,P/Pな る遺伝子型の場合には側斑のみ

が見られる.従 つて両斑紋は異種の形質 とみるべきであるか ら多面発現の1例 となるべき

ものであ り,こ れもDiと の関係からは背斑 と側斑 との発現に関するそれ ぞれの遺伝子的

要素として分別 されるものによるのであつて,1遺 伝子による多面的発現 とは解 し難い.

Diは 背斑と同時に半月紋 の不発現を伴い,し か も背斑は単純優性であ りながら,半 月紋

の欠如は単純劣性であるとい う典型的多面発現の型に属するもので あるが,こ れも前述 し

た如 く背斑の遺伝子的要素と半月紋,星 紋の遺伝子的要素とに於ける両突然変異の複合し

た ものであつて,単 一の遺伝子の支配によると外見的には見られ易いが,そ れは遺伝子的



には不合理である.

また普通斑紋(形 斑)な るものは半月紋,星 紋,眼 紋の3部 よりな り,1遺 伝子支配に

よるものとして取扱われていて,こ れを多而発現 と見たものはないが,そ れぞれの斑紋構

成要素に於ける独立 した変異が存在することからすると,多 面発現 としての 見方を曖昧に

していたことになる.し かしこれもそれぞれの遺伝子的要素の所在が明らかであるので,

多面発現の範躊に入らな くなつたと見なければならない.

さらにoaと かodkの 如き油蚕性のものは,湘 蚕性形質それ自体 と共に,常 に形蚕叉.は

姫蚕 といつた斑紋を併有するのであつて,斑 紋についての行動が判然 しない時は これらも

多面発現 の例に入 るべきところで あるが,こ れには着色性即斑紋糸民織の形成とい う見誤 り

があ り,ま た両者を区別していたとしても斑紋組織形成の遺伝子の所在が不明で あつたた

め,そ こに多少の曖昧さはあつても,こ れら湘蚕性の場合に多面発現としてみるものはな

かつた.し かし眼紋,半 月紋,星 紋の遺伝子的要素の所在が判明したので,こ れらも善通

斑紋の場合 と同じ立場に立つ ことにな り,当 然1遺 伝子の支配によるとは考えられ ないも

のである.

斯様にみてくると形質の多面発現といわれる現象は,詳 細に調べるといわゆる偽対立性

の遣伝子の組合せによる複合形質 と見ることが できるのであつて,斯 くすれば小欠失によ

る致死性の如ぎは,そ れ自体遺伝子 とは称し難いが,複 合形質の要因の1つ として考える

ことは可能である.
カ

家蚕の卵に於て外山灰色卵では卵形 と卵殻の灰白色性とが1潰 伝子的支配をうける ので

あるが,包 卵皮膜細胞の組織形成能を支配 する遺伝子 と,包 卵細胞の物質合成機能 とを直

接支配する遺伝子 とが 第2染 色体上に偽対立的に存在する のによると推定することcx無理

ではない.卵 形の異常を伴わない灰自色卵があ り,ま た鳥眼卵 と外山灰色卵 とのF1で は卵

形は正常であ りながら灰自色性を現す ということからしても,外 山灰色卵の場合が複合形

質 と見られ るふしは多分にあるわけである.

家i蚕第10染 色体に占位する白卵湘蚕性は,虫 体は油蚕で卵色は自色であ り,こ の両形質

が常に相伴つて多面発現の好例 とされていたが,著 者(1958)は これが複合形質であるこ

とを実証した.ま た自死卵なる形質は蛾区内分離する自卵が必ず致死するものであるが,

大槻(1959)は この系統から,同 じ自卵でありながら致死しない系統を得た.こ のことは

自死卵形質が複合形質であることを物語るものといえよう.

家蚕に於ける今1つ の多面発現の著 しい例は第6連 関群に属するE-allelesで ある.斑 紋

の変異と過剰肢或は致死性などが1遣 伝子的に支配されるものが多数あつて,こ れらが偽

対立的関係にあるとい う考えは相当強く(市川1951,1957;Komai1950;辻 田 ・坂CI1956),

或はまた染色体異常を含むのではないか(高 崎(未 発表))と の推察 もあり,著 者(未 発表)

もまたEI{pに 見 られる過剰半月紋性(劣 性)と 過剰肢性(優 性)と が連関関係を有するこ

とを示す例を得ているので,研 究が進めばE-allelesの 複雑性もEit晩複合形質 として考え

られるようになるのではないかと察せ られる.

上述の如 く家蚕に於ては多面発現の現象は かなり多く見 られるのであるが,著 者はそれ

らの殆どのものは複合形質の概念によつて明快に説明され得 るものと考える.



2.家 蚕幼虫に於ける斑紋の標準型(正 常型)と しての普通斑紋(形 斑)性 及びその変異型

について
A.序 説

家蚕の幼虫に於ける標準型(正 常型)と しての斑紋は古 くから普通斑(形 斑)が 採用さ

れていたが,1949年 家蚕の遺伝学研究者が相集つて協議 した結果に於ても便宜上 この斑紋

を採用することを規定 して今 日に及んでいる.こ の斑紋は眼紋,半 月紋,星 紋の3部 から

構成されているが,眼 紋は胸部第1環 節にあ り,半 月紋は腹部第2環 節に,星 紋は腹部第

5環 節にあつて,そ の色調は環境条件によつて濃度を異にすることも幾分あるが,主 とし

て系統によつて濃淡種 々の難異を現わす.そ して通常は眼紋が濃色のものは半月紋,星 紋

も共に濃色 となるが,眼 紋は体制上胸部に,半 月紋及び星紋は腹部に属するためか,そ れ

らの着色度には自から異なる場合がある.例 えば田中(1916,1919,並 びに未発表)は 眼

紋の着色の場所及び濃淡の程度に応じて淡色のものから〆,ρ2,P3,P4,に 分別したが,そ

の濃淡は必ず しも半月紋,星 紋の濃度 と平行 しないし,ま た半月紋と星紋 との濃度が相伴

わぬ場合,特 にいずれか一方が出現 しない場合 が起つた りする.眼 紋 も半 月紋,星 紋も全

然孔、1れない,全 体無斑紋のもの(但 し半月紋,屋 紋の斑紋隆起の組織はあるが着色 しない)

を姫蚕 と称する.

田中はこれら普通斑紋を構成する眼紋,半 月紋及び星紋は単一の遣伝子によつて支配さ,

れ,第2染 色体にその座位が存在することを示 したが,高 崎(1947)はE複 対立遺伝子群

の研究か ら,E複 対立遺伝子群は各特定の環節に斑紋隆起の組織形成を行い,普 通斑遺伝子

はこの組織の形成を倹つて 単に二次的に色素形成を行な うに 過ぎないとの見解を発表し,

これに対し著者(1949)はDiの 研究からこのことを修正 し,そ の組織形成に 関与する遺

伝子として基礎半月紋遺伝子Fundamentalcrescentgene(Fc)を 想定 したが,そ の所

fi…は不明のままであつた.

有賀 ・古武 ・長島(1954)は 半月紋の発現に関するgenesと して次の5群 をあげた.即ち,

第1群E-alleles,ms,L,1>1,cs,Fc(色 素形成に直接は無関係,anlage形 成又は抑制)

第2群 ρ3,〆,ころD∫(Anlageの 抑制,ホ モ〉ヘテロ)

第3群K,9(Anlageに 働いて数をふやす,特 有の斑紋形成)

第4群 ≠P,ρ肋,7.e,hd(Anlageの 存在下に外皮色素形成)

第5群1-a,ch(第4群 の色素をかえる)

そして特に普通斑の形成には7;の 作用によりinvisibleanlageか ら半 月紋のanlage

が真皮細胞中に出来,そ の上に ≠"に よる色素形成が行われると考えた.即 ち,著 者の想

定した基礎半月紋遺伝子に相滴するものを ≠8遣 伝子と考えたわけで,そ れであれば普通

斑を発現せしめる遺伝子は第6染 色体に座乗すべきで あるが,そ れに対する積極的な遺伝

学的証明はなされていない.

著者は前述の如 くlesの 研究から,著 者の想定 した基礎半月紋遺伝子が第14染 色体に存

在することを遺伝学的に証明し,さ らに従来の形斑の変異型に対する解釈をも併せ行なう

ことができた.



B.」 並 び に考 察

lesとNlと を交 雑 す る とNlは ヘ テ ロで あ るか ら次代 に はNIと 正 常 とが1:1に 出現 す

べ きで あ るが,実 際 に は第24表 の 如 くlesと 善 通 斑 とが1:1の 比 に分 離 す る.こ のrr,/`fi」」f:-ir

lesの 発 現 は雌 親 にlesを とつ た場合 は典 型 的 な もの に な つ たが,雄 親 に1θ3を とつ た場 合

は斑 紋 着 色 度 の濃 淡 が1:1に 現 れ た.こ の相 違 の 原 因 がNl側 に あ るか,les側 に あ る か

は不 明 で あ るが,les(971系 統)の 純 度 は極 め て高 いか ら,NI側 に含 まれ て い た!C3色性 の

変 異 が偶 然 に あつ て,そ のた め に 恰 もmaternallyに 相違 を生 じた か に 見え た の に過 ぎ な

い ので あ ろ う.と にか く,眼 紋 が な く(或 は極 め て淡 い)半 月紋,星 紋 が 正 常 で あ るlesが,

逆 に眼 紋 が 濃 色 で,半 月紋,星 紋 が 異常 発 現 す るNIと 殆 ど置 換 つ て,F1に 偽 優性 とし て

現 れ る こ とは,les斑 紋 に 関 す る遺 伝 子 が第14染 色 体 の,し か も1>1欠 失 部 に 存 在 す る こ と

を積 極 的 に示 現 す る もの で あ る.こ の斑 紋 は姫 寮(P)に 関 し ホモ で あ る と着 色 しな い が,

斑 紋 隆 起 のanlageは 観 察 され る か ら,こ の斑 紋 を発 現 す る遺 伝子 は斑 紋 の踏 色 性 に は 関

係 が な くranlage生 成 に 関係 した もの で あ り,換 言 す れ ば 基 礎 半 月紋 遣 伝 子 が 第14染 色

体 に存 在 す る こ とを証 明 す る も ので あ る.

弟24表.NlY.lesF1の 分 離.

しかし斑紋の発現状態を詳細に 観察すると眼紋の中央三角部の着色は常に 半 月紋の蒲色

と平行しているが,眼 紋の上側外隅部分のラ書色は半月紋のヲ習色と一致 しない.そ れ故にこ

そlesの 形質が生じたのであ り,ま た著者(1938)が 温度衝撃によつて得た自胸黒縞(S"')

では黒縞斑紋であ りながら半月紋 と胸部とが自色になるに 拘 らず眼紋の上側外隅斑の、み、は

黒色を呈することか らみても,普 通斑のうち上側外隅斑を支配する1つ の遺伝子的要素が

考えられるのであつて,他 の部分 とは区別 されるべきものであると思考される.

また星紋は変異の大きいものであつて,こ れも半月紋の1着色と常に平行する ものではな

い.特 に星紋だけが消失してしま う場合がかな りある.田 中(未 発表)は 星紋だけを発現

しない系統(93,96)を 確立しているが,著 者が温度衝撃によつ て得たT:い形(Eで り も半

月紋が腹部の第2,3環 節に重複して出現する代わ り,星 紋は絶対に出現しないのである.

このことは星紋なる形質 もまた 半月紋なる形質 とは別個に遺伝子的支配を 受け得 ることを

意味するものであつて,結 局普通斑は眼紋,半 月紋,星 紋の それぞれに対する遺伝子ICJ,

素によつて支配されるものであるとt-'1,わねばならない.

それならばこれら3つ の形質が各々独立 して存在 し得るか というに,そ の事実 は殆どな

くて,全 く1個 の造伝子がこれら3形 質を同時に支配して いると見られ るような行動をと

るのであるか ら,こ れ ら3形 質を支配する遺伝子的要素が1遺 伝子座に含まれてい とるい

う他はない.故 に著者はこ0)場合 もDi,Uと 同様複合的形質であつて,少 な くも3個 の要

素か ら構成されていると推定せざるを得ないのである.



93及 び96系 統は眼紋,半 月紋のみを現わし星紋は見られないのであるが,それらの系統

と正常(普 通斑)と 交雑するとその後代の分離は異常を覧し,g3の 方は大体劣性的に,g6

の方ば大部分優性的に星紋欠如を発現する.し かし93とoaと の交雑及び96とodkと の

交雑結果ではいずれの場合も星紋欠如が劣性的に行動し,第25,26表 に示す如 く,こ れ ら

第25表.g6系 統(5.0)×odkのrの 分 離.

第26麦.g3系 統(5.0)×oα のF2の 分 離.

両 系 統 の 星紋 欠如 な る形 質 は 第14連 関 群 とは 独 立 の関 係 に あ る こ とが 明瞭 で あ る・ また 淡

眼紋(〆)の み で 半 月紋,星 紋 を欠 く変 異蛮 がf1!1系 統(e261)の 正 常 蚕 か ら得 られ た こ

とが あ るが,そ の場 合 は斑 紋 隆起 が な く」1午通 の姫 蚕(ρ)の 場 合 とは 異 なつ てい た.こ の形 質

は遣 伝 的 で あ つ た が,そ の後4代 目に至 つ て ρ1～〆(大 部 分 は ρ1)で 半 ル数,星 紋 を現 わ

す もの のみ に なつ て し まつ た(第27表).と こ ろで こ の ρノ(0・0)と ホ モ の1)1(0・0)と を

交雑 したF1で はDi(5.8)と な つ て 明 らか に半 月紋,星 紋 を 出現 した(:第28表).尚,oa

との 交雑 のF2で は 第29表 に示 す 如 くoaと は 差良立 遣 伝 を す る とい う結 果 を与 えた.

この こ とは この 自卵 系 統 に は半 月紋,星 紋 組 織 を生 成 す る作 用 力cr.あ るが,そ れ が何 か

他 ・り遣 伝 子 的要 因,い わばsuppressorに よつ て 抑 圧 され て生 じた 変 異で あ つ た こ とを物

語 る もの で あ る.そ して そ の様 に抑 圧 的 に 働 く要 因 が さ らに 易変 的 に正 常 に復 した た め に,

4代 目 に於 け る半/1紋,星 紋 の出現 とな つ た もの と思 われ る.g3,96系 統 の場合 も大体 こ

れ と同 じ様 な カ テ ゴ リー に 入 る も の とみ て大差 な い で あ ろ う.

また有 賀 等(1954)の い う第6染 色体 の チEgeneが 普 通 斑 のanlageの 生 成 を司 る と

い う点 につ い ては,1)iホ モ の場 合 か らE-allelesは 半 月紋 の数(即,場 所)と か 形 の程 度

に は 関係 して も,そ のanlage生 成 の有 無 には 関係 しな い もの で あ る と解 され る.そ れ は

一Diホ モで は ≠ β の発 現 力 が 抑 圧 され る と考 え る こ と も一 応 は 可 能 な 様 で あ るが,D∫ は ヘ

テロ で は 半 月紋 を殉、わす もの で あ りなが ら,一 方NlD'の'場 合 にはDiに つ い て ヘ テ ロで

あ つ て も,半 月紋,星 紋 を発 現 しな い とい うこ とc.r.,Di自 体 が 半 月紋 を発 現 す る作 用 力 を

有 しな い と同 時 に,D∫ を含 ま な い相 同染 色体 に於 け る半 月紋 発 現 遺伝 子 の作 用 を 抑 圧 す る

力 を も全 然 もた な い こ とを示 して い る も ので あ るか ら,Diホ モ でE-a!lelesが 半 月紋 を発

現 し癒 い のは1)1の 抑 圧 に よ る とは い え な い.Diホ モ の場 合,E-allelesの 存 在 に よつ て

半 月紋 の 出現 す べ き 部 位 のみDiの 黒 色 ポ ロ状 斑 紋 が欠 如 して 自色 の ま ま残 る こ とか らす

る と,第6染 色 体 の ≠ β に は半 月紋 のanlagc生 成 に 関 す る第 一 義 的役 割 は な いの で あ つ



第27表.白 卵系統に出規 した半月紋,星 紋欠如の後代.

第28表.PY1)'(o.o)×P1(oo)のr,の 分 離.

第29表.PI(0.0)×oaのF2の 分 離.

て,そ れ は む しろ有 賀 等 のい うinvisibleanlage或 はStern(1956)の 称 え て い るprc・

patternの 生 成 を支 配 す る もの で あ る とい うべ きで あ る.

次 に 如上 の事 情 か ら普 通 斑(形 蚕)に よ る標 準 型 の規 定 を 如 何 様 に した らよい か が 問 題

で あ る.そ れ に 対 して は,先 ず 普 通 斑(形 斑)と い う便宜 的,総 括 的呼 称 を標 準 型 の規定



をする場合に用いないことが必要であると信じられる.そ うすれば勢,個 々の斑紋を対象

にして規定するほかはない.即 ち,標 準型 としては普通斑 とい う代 りに"眼 紋あ り,半 月

紋あ り,星 紋あ り"と いつた具体的な表現法で示 されることになる.も ちろんそれぞれの

斑紋の色の濃淡,形 状の差 異は千差 万別 といつてよい位であるが,そ れcx体 形についても

いろいろあるが蚕 として普遍 的な形をとつて"FtcT"と しているように,観 察 し得る範

囲での斑紋の状態を以て決定する以上にはでき難いし,ま たそれで不都合の起る心配はな

いものと考える.そ れはどこまでが正常か とい う認識はどこまでを異常 とするか という認

識のTL方 によつて定るものであつ て,同 じく眼紋あ りといつてもP3を 取扱つて いる時に

〆 が現われた場合,現 われたPyを 異常型 として認めればp3は 正常型 と自か ら定るもの

であ り,ま た眼紋がないとい うことを異常型 と認めればP3で もP2で も正常型 となるもの

であるからである.従 つて形蚕の遺伝子記号 として ≠ρを以てすることは第2染 色体に眼

紋,半 月紋,星 紋の発現に関する全機能があるとい う誤解を生ずる.そ れ故 これ ら斑紋に

関する遣伝子的要素を記号で表わし,そ れ らの形質支配 関係を次の如 く規定すれば 上述の

混乱は避けられる.

≠1':眼紋中央三角部,半 月紋,星 紋並び にDiの 背斑 の着色性 を支配し,≠yesと のin-

teractionに よつて眼紋を生ずる.着 色力に変異があ り通常はP3で 表わされ るがそれよ

り濃度が高 くなるP4な る形質は ≠P1による.Tp>≠P4ンP(P:姫 斑Plainで はその作

用が極めて微弱で,通 常色素形成を認め難い).
Llr,S:眼紋の上側外隅斑のanlageの 形成を支配 し,≠1'と のinteractionに よつて眼紋

へ

を 生 ず る.そ の 作 用 力 に は 変 異が あ り,≠'680の 時 はPと のinteractionに よつ て も眼

紋 として 認 め られ る もの は 生 じ な い が,≠tes1,≠lessの ときはPと のinteractionに

よ り 不 完全 な 眼 紋 を 生 ず る,作 用 力 の 強 い 方 が 弱 い 方 に 対 して 優 性 的(les:眼 紋 淡

1ighteyc-spotで は 眼 紋 上 側 外 隅 斑 のanlage生 成 を 欠 く.そ の作 用 はや や 不 完 全).

1ncr:半 月紋 のanlage生 成 を 支 配 す るが
,そ の程 度 には 変 異 が 大 きい.ま た ≠ η との

反 応 に よ り着 色 す る度 合 も ≠珈 の作 用 力 の変 異 と ≠Pの 作 用 力 の変 異 とが 絡 み 合 つ て

多数 の変 異 型 をつ くる(ncr:半 月紋 欠如no・crescentで は 半 月紋 のanlageが で きな い.

従 つ て ≠"が 存 在 して も半 月紋 は 見 られ な い).

nst:星 紋 のanlage生 成 を 支 配 す る が
,そ の 形 に は 変 異 が 大 き い.ま た ≠ η とのin-

teractionに よつ て着 色 す るが,そ の色 調 も濃 黒 か ら黄 褐 に至 る まで の種 々 の段 階 の もの

が ≠ 刷 と ≠ ～'との 両者 の 変 異 性 か ら生 じて くる(nst:星 紋 欠 如no-star-spotで は 星 紋

のanlageが で きな い.従 つ て チ ρが存 在 して も着 色 した 星紋 は現 われ 得 な い).

尚,Diに 於 け る背 斑 のanlagc生 成 に関 係 す る遺 伝 子 的 要素 をDi(≠D%はanlageが

で きな い)と し,Uに 於 け る側 斑 のanlage生 成 に関 係 す る要 素 をU(_!Z:で は そ のanlage

が で きな い)と す れ ば,普 通 斑 並 び にそ れ に 関係 あ る本 章 に取 扱 つ た 斑 紋 形 質 の発 現 に関

与 す る遺 伝子 的要 素 の組 合 せ は次 の如 くで あ る.

因 に無 半 月紋(NZ)は これ ら第14連 関群 に属 す る もの の対 合 す べ き部 分 が欠 失 となつ て

失 われ た もの で,そ の斑 紋 は本 来 普 通 斑 で あ るべ きで あ るが,フfilesの 変 異 性 に比 して チ 聯

及 び ≠nstの 変 異 が大 き いた め に,眼 紋 を有 しな が ら半 月紋,星 紋 の変 異 を現 わ し,極 端



註:7乙Cesは デ ρ の 着 色性 とのinteractionに よつ て 眼紋 を 生 ず るが,眼 紋 の 程 度 は

≠ 幡 の 発現 力 の程 度 に主 と して制 約 され る.ま たPは 着 色 性 が 全 然 な い ので は な

く,作用 力 が極 めて 微 弱 で あ る た め に,,.¢yes°とのinteractionで は 眼 紋1と してAIVL

られ るに 至 らな い.fdes1,デ`Cδ2な どで は ≠ 盗`'よ りも作用 力 が 強 い ので 不 完 全 な 眼

紋 とな るが腹 部で は着 色 しな い.ま た チ 〃 の着 仏 度 が 強 人 で あ れ ば 眼紋 も半 月 紋 も

同 時 に 濃 色 と とな り,い わ ゆ る グ 形 質 を 生 ず る.

な場合 には全 く半月紋が見 られなくなるものである.そ の場合ncr,nstに 変化してい るの

ではないから半月紋,星 紋の現れていないもの同志からの次代で再び これらの斑紋が現わ

れてくるのであると推察される.

3.綜 合 考 察

発生学的,生 理学的に異なるカテゴリーに属する形質の1遣 伝了・作用による多面発現 と

いうことについては如上の点から 多分に疑問がもてるのであつて,そ れはむしろ遺伝子 座

の分割性 とその構成要素の複合性の面から解釈 した方がより合理的で あることが 指摘 され

る.即 ち,複 合遺伝子座の概念に基づ く2つ 以上の遺伝子的要素が完全連関をしている場

合 と見るわけである.元 来家蚕では連関現象に於ける干渉の程度は比較的大きいのである

から,地 図上かな り隔たる筈の2要 素間に完全連関に似た現象が見 られることはあり得る

ことである.そ れ故に家蚕に於て多面発現 として見 られる場合 もかなり多くあることが予

想されるわけである.し かしその反面には何等かの機会で多面発現的2形 質問で組換の起

る可能性のあることは否めない.組 換が起るとしても交叉型の数は極めて少ない筈である

から,こ のような形質の取扱に於ては格別の注意を要す る,即 ら,観 察の精粗によつて遺

伝学的支配 関係に対する考え方の相違を生じてくるのである.こ の点で特に注 目すべきは

家蚕の幼虫斑紋の標準型についての問題である.

元 々標準型なる概念は異常型の認識によつて規定 されるものである.家 蚕では幼虫斑紋

の標準型 として普通斑(形 斑)が 採用されて来たが,そ れは普通斑が1遺 伝子的支配をう

けるものとする前提の下に,而 も最 も普遍的な形質であるからとい うに他ならない.と こ

ろが この斑紋を構成する3つ の要素が発現する場所 には 胸部 と腹部 とい う体制上の相違 が

あるが,こ の点については殆ど考慮は払われていなかつた様である.ま た純発生学的見地

よりする分化の勾配gradientの 点から,い わゆる斑紋組織 としてのanlageの 生成並び

に着色現象等一連の発現過程についても分析的に解明されてはいない.只,着 色性の有無



(有は普通斑,無 は姫斑)の 研究が「rE・く完成して,第2染 色体にそれが占位することがわか

り(田 中1916),そ の結果普通斑遺伝子は第2染 色体の0.0に 在るとい うように自らきま

つてしまつた.も ちろん多星紋 とか過剰半月紋のものも発見されたが,普 通斑を構成す る

個々の斑紋の形状には異常がなく,そ の位縄 の異常にすぎないところから,≠"は 単に斑紋

隆起の生成に関係 し,優 性であるE-allelesが その位竃の異常を支配するもので あると見

られてきた.

しかしDi,1Wな どの研究結果からすると,こ の斑紋隆起の組織形成をす る遺伝子的要

索は第14染 色体に座乗しているのであつて,半 月紋,墨 紋の増減は他の染色体に分布する

遺伝子によるのである.し かもE-alleles(特 にEh1')やL(褐 円斑),K(こ ぶ),〃1S(多

星紋)な ど半月紋の数や位置の変動は,Diホ モとの共存を1つ の飾としてみると,E即 の

過剰半月紋やLの 褐色斑紋,ms/msの 多数の半月紋,こ ぶ の隆起の大部分等が それらの

発現すべき範囲に限つてDiの 背斑を発硯 させないで自色のまま(褐 円の場合 は極淡黄色)

とり残 させることからすると,こ れらは皮膚に於ける分化の勾配といつた ものを支配する

ものと考えられるのであつて,斑 紋隆起の組織形成に直接関係するものは第14染 色体に存

在すると推測せざるを得ない.ま た ≠πは斑紋の変異性に関係するE-allelesに 対する対

立的な遣伝子 として規定 されているものであるか ら,チ"の 働 として規定されるべきことは
"斑 紋の形状に於ける

,ま た位置に於ける変異を起さないこと"と いう点以外にはないの

であつて,そ の意味からも/_fsが 斑紋隆起の生成を行い,そ れを基 として例えばEκ"が

第6環 節にも半月紋を重複発現するよう支配すると考えることは,対 立形質の概念からい

つて矛盾していることになる.

如上の見地に立つて標準型 としての 普通斑を再検討するとき,わ れわれは形質を通して

のみ遺伝子 慨念を確認把握することが できるのであるか ら,発 生の勾配のことはしば らく

措かなければならない.従 つて現在われわれが標準型 として規定し得るのは,普 通斑が複

含形質であるとの立場から,従 来の".ilL,EI通斑"と い う語を修正 して,

皮膚地色 白色

斑紋の着色性 あ り(≠',)

眼紋 あ り(!_lrs)

半 月絞 あ り(チ 舳)

星紋 あ り(≠Hall

とするべきである.

IV.家 蚕 の青 熟 油蚕 性(oの の発現 につ いて

油蚕性は家蚕¢)幼虫に於ける形質の一大特徴であつて,已 に発見された油蚕の種類は20

種に余 る.そ の うちWoG,oew,W3に 現れる油蚕性相互以外は,い ずれの2つ を交雑しても

F1は 正常 となる.こ の様に油蚕性は形質としては種類が多いが,そ れらは皮膚の真皮細胞

に於ける尿酸塩結晶の蓄積が少い,換 言すれば尿酸代謝の異常 とい う単一の特徴に入れら

れるものである,即 ち,相 似遺伝子analogousgenesの1例 と見 られるもので,こ の様



な例は家i蚕では他に見当らない.
一般に家蚕では作用の相似 した遺伝子が同一・染色体に集中分布する傾向がある.例 えば

第2染 色体のp-alleles,第5染 色体のpeとre,第6染 色体のE-alleles,特 に著しいのは

第10染 色体でtryptophane系 色素に関係す るもの約8個 がその上に分布し,他 の染色体

には見当らないのである.と ころが油養性遺伝子の存在する染色体 はすでに判明している

ものだけでも第1,2,5,7,9,10,14,17染 色体の多数を数え,他 に未検定のものもあ

るからその分布はさらに拡がる可能性が強 く,恐 らくいずれの染色体にもその発現要素が

存在するのではないか と思われる.

湘蚕は概 していえば,1)生 存力が多少低いこと,特 に同系交配を続けて分離させた場

合に著 しく低下す る.2)自 然に得られたmutabIecharactersの 例は家蚕ではマダラ漁

に限られている.3)然 し(rfi性 の発現には恒常性がある,と いつた事実 がある.こ こに

取扱つたoa,odkも 同じ油蚕性の範疇に入ることもちz)んであるが,oaの 場合は1W欠

失の部位に対する相同染色体上にあつて,そ の部分に関してはhaploidの 形で観察され得

る点は性染色体上のodやosに 似たもので,そ の上それが確然 とした斑紋形質と対立的に

行動す ることはまた大きな特異点で,数 多い湘蚕中唯一の例である.従 つてこれ1追 究す

ることは油蚕性遺伝子の本体並びに その形質発現の機構解明上の手が か りを与えるものと

考えられ るもので,そ の遺伝a的 意義は小さくない。

oαrig位としては第14染 色体上9.7に 占位する結果を得ているが,こ れはU(8.0)と1)1

(10.7)との中間 に位している.と ころが前述の如 くこれら両座位問は背斑発現に積極的に

働 く遺伝子的要素(site)と なつておるし,そ の部分は大体同様な作用に関係 した物質,或

は構造 となつていると解されるのである.而 してある座位10cusに 於てallclicgeneが

突然変異によつて生ずる場合は,同 種類の作用を変異的に表現するものに なることしか考

えられないし,ま たその様なものしかわかつていない.従 つてDi,Uと 著しく異なつた種

類に属するoaな る形質が単なるgenemutationに よつて生 じたと断ずることには難点

がある.

上述の特異性をもつ湘蚕の場合 と欠失の場合とを比較対照するとよく似た点が かな りあ

る.即 ち,染 色体の欠失はホモになるとその個体を致死 させ るが,油 蚕性の場合はsemi-

Ietha1と なる.ま た欠失致死のときに胚子の発育中特定の器官が造成されない畸形 となる

場合,或 は胚子の形は正常であ りながら発育の特定の時期以後発育が止つて途中の姿で致

死する場合などは,い ずれにしても致死の原因が胚子の体組織の造 成を阻害する ことによ

る点では同じである.こ れに対し漸蚕では皮膚の真皮細胞に於ける尿酸塩.の蓄積が阻害さ

れる,換 言すれば真皮組織のでき方が異常 となつて 尿酸塩の蓄積 を妨げる結果尿Phiは大部

分排泄されてしまうようである.欠 失はそれがいずれの染色体のいずれの部分に存在 して

も,致 死性 という点では同じ結果を招来するが,こ のことは休蛋白の造成,分 化に関係す

る要因がいずれの染色体 のいずれの部分にも存在することを示す ものと思われる.従 つて

欠失を遺伝子的に見れば致死性の面からは 粗似遺伝子のカテゴリーに属 し,そ の所在 とし

ては種の有するあらゆる染色体 に分布することになる.

この様に油蚕性の遺伝子的要因の分布並びに性格については 欠失の場合と極めて似通つ



た点があるが,湘 蚕性が欠失そのものの1種 でないことはホモが生存することや伴性遣伝

をする7rfr性 のものが存在す るし,ま たNZoaな る遺伝子型のものが生存することからも

明瞭である.他 面湘蚕 と正常蛮との粗反交雑の結 果に於て何等相違が見 られないことは,

これの発現に細胞質的のものが直接の要因として関係 していないことを物語つている.従

ってlrfr性 の遺伝子的要因は必然的に 欠失以外の染色体に於ける異常として 究明されなけ

ればならない.

近時染色体を構成す る主要部分はDNAで あ り,DNAの1部 をなす最小化学単位mi-

nimumchemicalunitが 遺伝子に相当し,そ の特定な塩基の配列形式が遺伝子として特

異件をなし,そ れが鋳型templateと なつてそれに対応す るRNAが 形成され,さ らにそ

れが蛋白 を作つてゆくのであろ うと一搬 に考えられるようになつてぎた.こ の見解に立て

ばoα 湘蚕の場合 はその要因の存在する染色体 上の位置が背斑形成上activeな 部分にある

と考えられるから,正 常の背斑形成上の特異性を示す最小化学単位が,そ の塩基の配列の

変化を生じ,そ の結果として皮膚組織の機能が異常 とな り,尿 酸塩の蓄積を妨害 して湘蚕

性を生ずるに至るのであろうと思考 されるのである.従 つてその配列の変化の程度が大き

い程異常度が大きく,透 明度の高い油蚕を生じ,そ れだけ余計に尿酸代謝に影響して蚕の

健康を害するに至るものと想われるわけで,一 般に油蚕の強健性が劣 り,透 明度の高いも

のが低いものよりf..弱となりやすい傾向や,透 明度の相違す るWgとWnl.叉 はoewと の交

雑に於て透明度の相違するほぼ3種 の油蚕を分離す ることもoaに 対すると同様な見解を以

て説明できるように思われる.

以上oaそ の他の油蚕性について形質発現の1解 釈を試みたが,現 在のわれわれの知見

からは未だ不明な点が多く,全 くspeculationの 域を脱していない.け だしこの問題は遺

伝子作用発現機構の解明上重要なばか りでな く,家 蚕遺伝学に課せられた大きな課題の1

つであると思考されるが,そ れについては今後の究明に倹たなければならない.


